
平成 29 年 10 月 30 日 月曜日 鳥 取 県 公 報  号外第 86 号 

- 1 - 

 鳥取県公報 
平成29年 10月 30日（月）

号外第８６号 

毎週火・金曜日発行 

目 次

◇ 公安規則 鳥取県警察国有物品管理規則の一部を改正する規則（７）（会計課）・・・・・・・・・２



- 2 -

公 安 委 員 会 規 則
鳥取県警察国有物品管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成29年10月30日

鳥取県公安委員会委員長 松 本 典 子

鳥取県公安委員会規則第７号

鳥取県警察国有物品管理規則の一部を改正する規則

鳥取県警察国有物品管理規則（昭和40年鳥取県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（使用職員） （使用職員）

第11条 略 第11条 略

２ 使用職員は、物品の供用を受けたときは、重要物 ２ 使用職員は、物品の供用を受けたときは、備品に

品及び備品については物品保管書（様式第７号） ついては物品保管書（様式第７号）に、消耗品につ

に、消耗品については第20条に規定する物品供用簿 いては第20条に規定する物品供用簿にそれぞれ押印

にそれぞれ押印するものとする。 するものとする。

（雑則） （雑則）

第22条 この規則に定めるもののほか、物品の管理に 第22条 この規則に定めるもののほか、物品の管理に

関する事務の取扱いについては、警察庁物品管理取 関する事務の取扱いについては、警察庁物品管理細

扱細則（昭和40年警察庁訓令第13号）の規定の例に 則（昭和32年警察庁訓令第11号）の規定の例により

より本部長が定める。 本部長が定める。

様式第12号（第20条関係） 様式第12号（第20条関係）

その１（重要物品・備品） その１（備品）

物品出納簿 物品出納簿

略 略 略 略 略 略

（単位： ） （単位： ）

略 略

備考１ この様式は、重要物品及び備品について記 備考１ この様式は、備品について記載すること。

載すること。

２～６ 略 ２～６ 略

その２（消耗品） 略 その２（消耗品） 略

様式第13号（第11条、第20条関係） 様式第13号（第11条、第20条関係）

その１（重要物品・備品） その１（備品）

物品供用簿 物品供用簿

略 略 略 略 略 略

（単位： ） （単位： ）

略 略

備考１ この様式は、重要物品及び備品について記 備考１ この様式は、備品について記載すること。

載すること。

２～５ 略 ２～５ 略
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その２（消耗品） 略 その２（消耗品） 略

附 則

この規則は、平成29年11月１日から施行する。
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